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令和８年流山市教育委員会会議第２回定例会会議録 

 

１ 日 時   令和８年２月１２日（木曜日） 

開会  午前１０時００分 

閉会  午前１０時４０分 

 

２ 場 所   流山市役所 ３０１会議室 

 

３ 出席委員  教  育  長    吉田 瑞穂 

        教育長職務代理者 宮田 義則 

委   員    羽中田 彩記子 

委   員    宮本 尚子 

委   員    勝本 正實 

委   員    上條 理恵 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 出席職員  教育総務部長           新倉 英之 

学校教育部長           南  暁男 

生涯学習部長           石川 博一 

        学校教育部次長兼学校教育課長   郡司 美紀 

        教育総務課長           横尾 伸一 

        学校施設課長           横山 則之 

        指導課長             髙畑 佐文 

        博物館長             北澤  滋 

        いじめ防止相談対策室長      𠮷川 正一 

 

７ 事務局職員 教育総務課長補佐         遠山 美保 

教育総務課庶務係長        石川 春樹 

教育総務課会計年度任用職員    寺坂 真佐美 
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８ 議案等 

議案第 １号 令和８年度教育費予算案について 

議案第 ２号 令和７年度教育費補正予算案について 

報告第 ３号 臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定について） 

  報告第 ４号 臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 

９ 議事の内容 

（開会 午前１０時００分） 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習部長 

 

 

 

ただいまから、令和８年流山市教育委員会会議第２回定例会を開会します。 

まず、令和８年流山市教育委員会会議第１回定例会の会議録をお配りして

おりますが、御意見、御指摘ございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

特になしということですので、承認ということにします。 

これより議事に入りますが、議案第１号「令和８年度教育費予算案につい

て」、議案第２号「令和７年度教育費補正予算案について」は、市長に対する

意見の申出を必要とする事項です。よって、流山市教育委員会会議規則第

１３条第１項の規定により非公開とし、本日の議事日程につきまして、当該

案件を同会議規則第１０条第１項の規定により、各課等事務連絡の後に繰り

下げたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって、これらの案件につきましては非公開とし、

各課等事務連絡の後に審議します。 

それでは議事に入ります。 

報告第３号「臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決定につ

いて）」を議題とします。報告理由の説明を求めます。 

 

本件は、流山市生涯学習センターで発生した物損事故に係る和解及び損害

賠償の額の決定について臨時代理しましたので、報告し承認を求めるもので

す。事故の内容は、流山市在住の方が運転する一般車両が生涯学習センター

に接する道路上で方向転換をしたところ、同センターの外構フェンスに接触



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

し、当該フェンスを破損させたことによる物損事故です。事故の発生年月日

は令和７年８月１８日、事故の発生場所は流山市中１１０番地先、生涯学習

センターに接する道路上です。事故に係る和解の相手方は流山市在住者であ

り、損害額の１００パーセントを相手方が負担することで、令和８年１月 

２６日付けで和解しました。賠償金額はフェンスの修理費１８０，０００円

となります。 

 

本案について質疑等ありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、質疑等を終結します。 

報告第３号は、原案のとおり了承することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって報告第３号は、原案のとおり了承すること

に決しました。 

次に、報告第４号「臨時代理の報告について（和解及び損害賠償の額の決

定について）」を議題とします。報告理由の説明を求めます。 

 

本件は、流山市おおたかの森ホールで発生した物損事故に関するものです。

事故の内容は、事業者 株式会社いちまるの運転する車両がおおたかの森ホー

ルの柱に接触し、当該柱を破損させたものです。事故の発生年月日は令和７

年１０月２２日、事故の発生場所は流山市おおたかの森北一丁目２番１号の

おおたかの森ホール敷地内です。事故に係る和解の相手方は株式会社いちま

るであり、損害額の１００パーセントを相手方が負担することで、令和８年

１月２７日付けで和解しました。賠償額は修繕費１３３，７２２円となりま

す。 

 

本案について質疑等ありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

博物館長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

特にないようですので、質疑等を終結します。 

報告第４号は、原案のとおり了承することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。よって報告第４号は、原案のとおり了承すること

に決しました。 

次に、各課等事務連絡に移ります。博物館からお願いします。 

 

（博物館の再開館について、国登録有形文化財秋元家住宅土蔵の公開につ

いて、旧柏飛行場関連施設文化財見学会について） 

 

以上の各課等事務連絡への質疑等がありましたらお願いします。 

 

（特になし との声あり） 

 

 特にないようですので、各課等事務連絡についての質疑等を終了します。 

 続きまして、先ほど非公開と決定しました案件に入ります。 

 

議案第１号「令和８年度教育費予算案について」 

教育長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

 

議案第２号「令和７年度教育費補正予算案について」 

教育長の説明後、審議に入り、原案どおり可決された。 

 

 以上をもって、本日教育委員会会議に付議された案件の審議は終了いたし

ました。 

以上で、令和８年流山市教育委員会会議第２回定例会を終了します。 

 

（閉会 午前１０時４０分） 


